
Ｒ4.9.9 

【Ｒ4 年 9 月 7 日～適用される療養期間見直しのポイント】 

 

[陽性判定を受け、症状のある方（有症状患者）] 

変更前（Ｒ4 年 9 月 6 日まで）：発症日から 10 日間経過し、且つ、症状軽快後 72 時間経過した場合には、11 日目から解除可能 

 

■変更後（Ｒ4年9月 7日～）：発症日から 7 日間経過し、且つ、症状軽快後 24 時間経過した場合には、8 日目から解除可能 

（ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認、高齢者等のハイリスク者との接触、感染リスクの高い

場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防をお願いする。） 

 

[陽性判定を受け、症状の無い方（無症状患者）] 

Ｒ4 年 9 月 6 日まで：検体採取日から 7 日間を経過した場合には 8 日目に療養解除を可能 

（ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること） 

 

Ｒ4 年 9 月 7 日～：検体採取日から 7 日間を経過した場合には 8 日目に療養解除を可能（従前から変更なし） 

              ※加えて、5 日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5 日間経過後（6 日目）に解除を可能とする。 

                → ただし、乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定していないため、7 日間の待機となるものと考えられます。 

                  （厚労省：保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるＱ＆Ａについて（第 17 報）内、問 3-1） 

＊従いまして、児童が陽性者となった場合には、無症状であっても有症状と同じく、7 日間の待機としてください。 

 

 

 



【自宅内での感染対策の“基本的”なポイント】 

 

■自宅内でも、同居されている方全員が可能な限りマスクを正しく着用してください 

■小まめに手洗い・アルコール消毒を心掛けてください 

■定期的な換気を行ってください 

＊上記基本的な対策を行ったうえで、下記の 8 つのポイントを可能な限り行ってください。 

 

 

【家庭内での注意事項（日本環境感染学会取りまとめ）：8 つのポイント】 

１.感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける 

・感染者が療養する部屋と他の家族がいる部屋をできるだけ分け、感染者は極力部屋を出ないようにし、人との接触を減らす。 

・共有スペース（トイレ、バスルーム）の利用は最小限とし、使用後は換気を充分に行う。 

・部屋数が少ない等の理由で、完全に部屋を分けられない場合でも、感染者から少なくとも 2ｍ以上の距離を保つ。 

・食事や寝るときも別室とする 

・食器やシーツ・タオルなどは共有しない 

 

 

2.感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方（一人が望ましい）にする 

・身の回りの世話が必要な場合、世話をする家族に感染する可能性があるため、可能な限り一人にする。 

・心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、乳幼児、妊婦の方は避ける。 

 

 



3.できるだけ全員がマスクを使用する 

・部屋から出る際にはマスクを交換する。 

・使用したマスクを他の部屋に持ち出さない。 

・マスクの表面には触れない。 

・マスクを外したあとは、必ず石鹸で手を洗う。 

・マスクが汚れた場合には、すぐに新しい清潔なマスクと交換。 

 

 

４.小まめにうがい・手洗いをする 

・小まめに石鹸で手を洗い、アルコール消毒をする。 

・洗っていない手で目や鼻、口などを触らない。 

 

 

5.日中はできるだけ換気をする 

・1 時間に 2 回、窓を数分間全開にして換気を行う。 

・開放する窓は 2 方向とし、1 方向しかない場合にはドアを開ける。 

・トイレやバスルーム等の共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気を行う。 

 

 

6.手で触れる共用部分の消毒をする 

・共用部分（取っ手、ドアノブなど）は、アルコールで拭くか、0.05％の次亜塩素酸ナトリウムで拭いた後、水拭きをする。 

・トイレや洗面所の清掃は小まめに行う。清掃は、家庭用洗剤の使用後、すすいだ後に、0.1％の次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用消毒剤を使用する。 

・トイレの便座やレバーは、使用するたびにアルコールなどで消毒をする。 



・風呂は感染者が最後に入り、その後清掃と消毒を行う。 

 

7.汚れたリネン、衣服を洗濯する 

・糞便からウイルスが検出されることがあるため、体液で汚れた衣服・リネンを取り扱う場合には、手袋・マスクを着用の上、家庭用洗剤で洗濯をし、完全に乾かす。 

・感染者と感染者以外の洗濯物は分けて、感染者の洗濯を最後にする。 

 

 

8.ゴミは密封して捨てる 

・使用したマスクや鼻をかんだティッシュなど、感染の恐れのあるゴミはすぐにビニール袋に入れ、室外に出す時は密封してゴミ袋に入れる。 

・感染者が飲み終えたペットボトル（キャップ含む）や資源プラスチックゴミについても、例外的に「燃やすゴミ」として捨てる。 

・ゴミ袋が破れる可能性を考慮し、ゴミ袋を二重にする。 

・ゴミを捨てた後は、石鹸で手を洗い、アルコール消毒をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【パターン 1】基本型 

 

 [凡例]

青実線：陽性患者の療養期間及び濃厚接触者の待機期間を表したもの

オレンジ破線：有症状者（陽性患者）の療養期間後の感染予防期間及び同居家族の感染注意期間を表したもの

緑破線：無症状者（陽性患者）の療養期間後の感染予防期間及び同居家族の感染注意期間を表したもの

日数：父起点

発症日 又は
検体採取日

【0日目】
例：9/7

【1日目】
例：9/8

【2日目】
例：9/9

【3日目】
例：9/10

【4日目】
例：9/11

【5日目】
例：9/12

【6日目】
例：9/13

【7日目】
例：9/14

【8日目】
例：9/15

【9日目】
例：9/16

【10日目】
例：9/17

【11日目】
例：9/18

【12日目】
例：9/19

【13日目】
例：9/20

【14日目】
例：9/21

【15日目】
例：9/22

[陽性者：父]

[濃厚接触：母]

[濃厚接触：子]

有症状：発熱等の症状がある場合には7日間の療養

無症状：症状は無いが、検査キットによる

検査をしない場合には7日間の療養

感

染

対

策

開

始

待機期間

感染対策開始から5日間

待機期間

感染対策開始から5日間

陽性者（父）が

有症状の場合：10日間

無症状の場合：7日間

上記期間が経過するまでは、健康状態の

確認、マスク着用等の感染対策への注意

は継続してください。

陽

性

無症状：5日目に検査キットによる

”陰性”の場合には5日間の療養

左記の期間で療養解除となりますが、

有症状の場合：10日間

無症状の場合：7日間

上記期間が経過するまでは、健康状態の

確認、マスク着用等の感染対策への注意

は継続してください。



【パターン 2】 

同居家族に陽性者が発生した場合には、新たな陽性者の発症日が起点となるため、待機期間が変更となります。 

 

＊“陽性者”（父）は、同居している家族（母）が後から陽性になった場合でも、療養期間の延長はありません。 

  ただし、家庭内に陽性者がいる間に療養解除となった場合には、家庭内にウイルスが存在している状態のため、マスクや手洗いを念入りにするなど引き続き家

庭内外での感染対策には十分気をつけてください。 

日数：父起点

発症日 又は
検体採取日

【0日目】
例：9/7

【1日目】
例：9/8

【2日目】
例：9/9

【3日目】
例：9/10

【4日目】
例：9/11

【5日目】
例：9/12

【6日目】
例：9/13

【7日目】
例：9/14

【8日目】
例：9/15

【9日目】
例：9/16

【10日目】
例：9/17

【11日目】
例：9/18

【12日目】
例：9/19

【13日目】
例：9/20

【14日目】
例：9/21

【15日目】
例：9/22

日数：
母起点

【0日目】
例：9/10

【1日目】
例：9/11

【2日目】
例：9/12

【3日目】
例：9/13

【4日目】
例：9/14

【5日目】
例：9/15

【6日目】
例：9/16

【7日目】
例：9/17

【8日目】
例：9/18

【9日目】
例：9/19

【10日目】
例：9/20

【11日目】
例：9/21

【12日目】
例：9/22

[陽性者：父]

[濃厚接触：母]

[濃厚接触：子]

感

染

対

策

開

始
待機期間

母の発症から5日間

陽性者（母）の療養期間は、

7日目（9/17）までになりますが、

10日目（9/20）までは、引き続き、

健康状態の確認、マスク着用等の感染

対策への注意は継続してください。

発

症

起

点

日

変

更

有症状：発熱等の症状がある場合には7日間

有症状：発熱等の症状がある場合には7日間の療養

無症状：症状は無いが、検査キットによる

検査をしない場合には7日間の療養
陽

性

無症状：5日目に検査キットによる

”陰性”の場合には5日間の療養

左記の期間で療養解除となりますが、

有症状の場合：10日間

無症状の場合：7日間

上記期間が経過するまでは、健康状態の

確認、マスク着用等の感染対策への注意

は継続してください。



【パターン 3】 

同居家族に陽性者（無症状）が発生した場合には、検査日を起点に待機期間が変更となります。 

更に、無症状であった陽性者が発熱等の症状を発症した場合には、新たな発症日が起点となるため、待機期間が再変更となります。 

 

＊“陽性者”（父）は、同居している家族（母）が後から陽性になった場合でも、療養期間の延長はありません。 

  ただし、家庭内に陽性者がいる間に療養解除となった場合には、家庭内にウイルスが存在している状態のため、マスクや手洗いを念入りにするなど引き続き家

庭内外での感染対策には十分気をつけてください。 

日数：父起点

発症日 又は
検体採取日

【0日目】
例：9/7

【1日目】
例：9/8

【2日目】
例：9/9

【3日目】
例：9/10

【4日目】
例：9/11

【5日目】
例：9/12

【6日目】
例：9/13

【7日目】
例：9/14

【8日目】
例：9/15

【9日目】
例：9/16

【10日目】
例：9/17

【11日目】
例：9/18

【12日目】
例：9/19

【13日目】
例：9/20

【14日目】
例：9/21

【15日目】
例：9/22

日数：
母起点

【0日目】
例：9/10

【1日目】
例：9/11

【2日目】
例：9/12

【3日目】
例：9/13

【4日目】
例：9/14

【5日目】
例：9/15

【6日目】
例：9/16

【7日目】
例：9/17

【8日目】
例：9/18

【9日目】
例：9/19

【10日目】
例：9/20

【11日目】
例：9/21

【12日目】
例：9/22

[濃厚接触：母]

[陽性者：父]

[濃厚接触：子]

感

染

対

策

開

始

待機期間

母の発症（有症状）から5日間

発

症

起

点

日

変

更

9/10受検：陽性（無症状）

無症状：無症状の場合には基本7日間の療養

起

点

日

再

変

更

有症状：発熱等の症状がある場合には7日間の療養

無症状：症状は無いが、検査キットによる

検査をしない場合には7日間の療養
陽

性

無症状：5日目に検査キットによる

”陰性”の場合には5日間の療養

左記の期間で療養解除となりますが、

有症状の場合：10日間

無症状の場合：7日間

上記期間が経過するまでは、健康状態の

確認、マスク着用等の感染対策への注意

は継続してください。

有症状：発熱等の症状がある場合には7日間の療養

陽性者（母）の療養期間は、

発症日から7日目（9/19）までになりま

すが、発症日から10日目（9/22）

までは、引き続き、健康状態の確認、

マスク着用等の感染対策への注意は継続

してください。



【パターン 4】 

同居家族に陽性者が発生したが、“家庭内での感染対策”を行うことが困難である場合の待機期間。 

 

発症日 又は
検体採取日

【0日】
例：9/7

【1日目】
例：9/8

【2日目】
例：9/9

【3日目】
例：9/10

【4日目】
例：9/11

【5日目】
例：9/12

【6日目】
例：9/13

【7日目】
例：9/14

【8日目】
例：9/15

【9日目】
例：9/16

【10日目】
例：9/17

【11日目】
例：9/18

【12日目】
例：9/19

【13日目】
例：9/20

【14日目】
例：9/21

【15日目】
例：9/22

[父（単身赴任）]

[陽性者：母]

[濃厚接触：子]

陽性：有症状

子は幼児等により、家庭内での感染対策不可

母（陽性者）との接触期間
待機期間

母の療養解除日から5日間

有症状：発熱等の症状がある場合には7日間の療養

陽性者（母）の療養期間は、

発症日から7日目（9/14）までになりますが、

発症日から10日目（9/17）までは、引き続き、

健康状態の確認、マスク着用等の感染対策への注意

は継続してください。


